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１ 調査目的 

環境省では、石綿のばく露歴や石綿関連疾患の健康リスクに関する実態把握を行うため、平

成 18年度以降、調査への協力が得られた地方公共団体の住民に対して、問診、胸部エックス

線検査、胸部 CT検査等を実施することにより、石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラーク

等の所見の有無と健康影響との関係に関する知見を収集してきた。 

平成 22年度から第２期石綿の健康リスク調査（平成 22年～平成 26年度の５年間）として、

毎年の検査（年１回）や健康状況の確認を行うとともに、従来からの解析に加え、石綿ばく

露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく

露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集する。 

 

２ 調査実施場所 

尼崎市保健所 

兵庫県尼崎市七松町１－３－１－５０２ 

 

３ 調査実施期間 

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日 

 

４ 調査実施方法 

(1) 調査対象者 

原則として、次の①～③を満たす者を調査対象者とする。 

① 昭和 30～50年に、尼崎市に居住していた者 

② 尼崎市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者 

③ 本調査の内容を理解し、調査の協力に同意する者 

なお、①については、それ以外の者も石綿ばく露の可能性（通勤、通学等）があれば受け

入れることを妨げないこととする。 

 

(2) 調査実施体制 

ア 尼崎市 

尼崎市は、環境省の委託を受け、地域住民に対し、広報等で調査対象者を募集し、問

診、検査（胸部エックス線検査、胸部 CT検査）、読影、健康状況の確認などのフォロー

アップを実施し、結果を集計する。 

また、読影を実施するため専門家による読影部会〔資料 2〕を設置し、調査報告書作

成（データの集計）のため専門家による専門委員会〔資料 1〕を設置する。 

 

イ 指定医療機関 

指定医療機関〔資料 3〕は、診察の上、必要に応じて胸部エックス線検査、胸部 CT検

査を実施し、調査対象者にこれらの結果を説明の上、画像及び画像所見結果を、すみや

かに尼崎市へ提供する。 

 

ウ 指定精密検査医療機関 

指定精密検査医療機関は、石綿関連疾患（中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機
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能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）が疑われた場合、

精密検査を行う。 

 

(3) 調査方法 

ア 平成 22～25年度調査対象者への継続受診等の依頼 

尼崎市は、「平成 22～25年度一般環境経由による石綿ばく露健康リスク調査（尼崎市）」

に参加した者（平成 22～25年度調査対象者）について、継続受診等の依頼を行う。 

 

イ 保健所における確認 

尼崎市は、尼崎市保健所において、調査対象者に対し、本調査事業の説明、調査協力に

対する同意〔資料 4〕をとり、調査登録台帳に登録を行い、医師ないし保健師、看護師の

いずれかにより、居住歴や職歴等の問診〔資料 5〕を実施する。 

 

ウ 保健所による検査 

問診の結果、ばく露歴が確認された場合は、胸部エックス線検査を行う。また、新規受

診者、継続受診者に対して胸部 CT検査を指定医療機関に依頼するに当たって、次のとおり

受診券〔資料 6〕、画像所見報告書〔資料 7〕を発行する。 

① 新規受診者 

新規受診者に対しては、必要に応じて胸部エックス線検査、胸部 CT検査を実施する。 

② 継続受診者 

継続受診者に対しては、平成 25年度の検査の結果、有所見者と判断された者につい

て必要に応じて胸部エックス線検査、胸部 CT検査を受診することとする。なお、有所

見者とは、「オ 画像の読影」において画像所見として記載されている所見のうち①～

⑧の所見を有する者とする。また、無所見者（有所見者でない者）については原則と

して胸部エックス線のみを実施するが、必要に応じて胸部 CT検査を実施する。 

なお、平成 21 年度以前にリスク調査に参加したものの、平成 22～25 年度のリスク

調査には参加せず、平成 26年度に再度参加した者については、胸部エックス線検査及

び胸部 CT検査を実施する。ただし、平成 21年度のリスク調査等で胸部 CT検査を実施

したもので、所見のない者（有所見者でない者）については、胸部 CT検査を省略する

ことは可能とする。 

 

エ 指定医療機関による検査 

指定医療機関では、調査対象者が検査を受診するに当たり、調査対象者から尼崎市が発

行した受診券、画像所見報告書を受領し、診察、必要に応じて胸部エックス線検査、胸部

CT検査、読影を行う。 

また、指定医療機関は、画像データ及び画像所見結果等を尼崎市に報告する。 

 

オ 画像の読影 

実施した検査の胸部エックス線画像及び胸部 CT 画像の読影は原則として次のとおり実

施し、画像所見①～⑨を確認する。 

保健所で撮影された胸部エックス線画像については、２人の専門医が２重読影し、必要

2



に応じて比較読影する。 

指定医療機関では、その機関で撮影した胸部エックス線画像、胸部 CT画像を読影する。 

なお、それぞれ読影を行う際は、撮影日からなるべく間を空けずに実施するよう努める。 

 

 

画像所見 

① 胸水貯留 

② 胸膜プラーク（限局性の胸膜肥厚） 

③ びまん性胸膜肥厚 

④ 胸膜腫瘍（中皮腫）疑い 

⑤ 肺野の間質影 

⑥ 円形無気肺 

⑦ 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等） 

⑧ リンパ節の腫大 

⑨ その他の所見（陳旧性結核病変など①～⑧以外の所見） 

 

カ 検査結果 

指定医療機関は、検査結果を踏まえて、調査対象者に説明し、特に精密検査又は医療の

必要な所見は速やかに伝える。 

なお、指定医療機関による検査結果により、精密検査又は医療の必要がある場合等の対

応方針については、下記の「検査結果の振り分けの考え方①～③」により対応する。 

 

検査結果の振り分けの考え方 

    ① 精密検査又は医療の必要があるとされた者 

      指定医療機関より認められた所見について説明するとともに、すみやかに医療機関

を受診し、医師の指示に従うよう指導する。 

    ② 所見を有しているが、医療の必要がないとされた者 

      指定医療機関より認められた所見について説明するとともに、直ちに医療機関へ行

く必要はないが、経過観察を行うため、引き続き、当調査に参加し検査を受診するよ

うお願いする。 

    ③ 所見を有しない者 

      指定医療機関より所見が認められないことを説明するとともに、経過を確認するた

め、引き続き、当調査に参加し検査を受診するようお願いする。 

      

キ 指定精密検査医療機関による精密検査 

指定医療機関での診察、読影の結果、石綿関連疾患（中皮腫、石綿による肺がん、著し

い呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）が疑われた

場合、尼崎市が指定する指定精密検査医療機関において、精密検査を実施することができ

る。 

 

ク 経過観察 
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カにおいて、①と判断された者については、調査対象者の同意を得て、医療機関の照会

を行い診断結果や治療経過等の把握に努める。 

なお、検査結果において石綿関連疾患が疑われる場合については、本人や家族に対し労

災制度や石綿救済制度の窓口の案内や認定状況の確認を行う。 

 

ケ 調査報告書作成（データの集計） 

尼崎市で、専門家による読影部会を設置し、医学的な観点からの判定や検討を行う。な

お、必要に応じて平成 22～25年度の検査画像と比較読影し、所見の変化を確認する。 

また、上記ア～クの一連の作業について、石綿の健康影響に関する医学的な知見を有す

る専門家による専門委員会を設置し、医学的な観点からの検討、石綿のばく露歴や石綿関

連疾患等の健康リスクについて集計を行う。 

 

(4) 広報活動 

尼崎市は、ホームページ、チラシの配布などの広報活動を行う。 

また、これまでのリスク調査における受診者に対しても引き続き受診して頂くよう、郵送、

電話等の手段を活用、調査対象者の増に努力する。 
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